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ハラスメント相談窓⼝

A 会社には相談窓⼝の設置が義務付けられています。⾃社の窓
⼝がどこかを確認し、その窓⼝担当者に相談すべきです。

誰に相談すればいいのでしょうか︖
Q 私は事務の⼀般職です。ふだん弊社の社⻑から「セクハラと
パワハラ」を受けていると感じているのですが、「直属上司は社
⻑の⾔いなり」ですし、まさか、当事者の社⻑に対して相談する
ことはできません…。こういった状況のとき、いったい誰に相談
したらいいのでしょうか︖



ハラスメント相談窓⼝

ハラスメント編〜事前予防の具体例

【ハラスメント相談窓⼝】
〜会社は相談窓⼝の設置が必
要です。担当はなるべく男⼥
別々が望ましく、場合によっ
ては社労⼠、弁護⼠となって
いることもあります。

窓⼝開設案内例⇒
＊不明、いない場合
⇒雇⽤クリーンプランナーへ


